
はじめに―中同協第３５回総会（２００３年７月　
福岡）での「総会宣言」より

　２００３年度の同友会運動の方針を決定する中同

協第３５回定時総会は，７月１７，１８日の二日間，福

岡に全国から１,５００名を超える参加者（代議員）

を得て開催されました。この総会で採択された

「総会宣言」では，私たちがこの３年間，力を集

中して取組んできた「金融アセスメント法」（正

確には，「地域と中小企業の金融環境を活性化さ

せる法律案」）制定運動が，国会請願署名は１００万

名を突破し，制定促進を求める地方議会から国

への意見書決議で６５５議会（２００３年７月１８日現

在）にのぼったことを評価し，次のようにまとめ

ました。

　「（略）この大運動の成果は，第一に，金融庁の

『リレーションシップバンキングの機能強化に

関するアクションプログラム』の策定等，金融政

策に大きく反映されるものとなりました。第二

に，金融に関する学習活動を強めることが，経

営指針づくり活動と一体化し，企業体質の強化

が進んだこと，第三に，金融機関との懇談を活

発に行い，『地域経済の繁栄』を共通理念に信頼

関係の構築がはかられたこと，第四に，地域に

おける同友会の存在価値が高まり，社会的発言

力が増したこと，第五に，中小企業家の正当な

願いは国政を変えることも可能であるとの確信

を得たことであります。（略）」

　「総会宣言」では，以上の簡潔なまとめの上に

立って，「金融アセスメント法」の「実現とその精

神の具体化をめざし，さらに活動の前進を決意

する」としています。したがって，本稿では，こ

の３年間の運動の経緯をたどりながら，成果を

確認しつつも，次への運動課題を試論として提

起するものです。

１　バブル崩壊以降悪化する中小企業の金
融環境―中同協の政策提起を振り返っ

て

　バブル経済が崩壊する９０年代は，金融問題が

国民的焦点となった時代でした。バブル期過剰

貸し付けに狂奔した少なからぬ金融機関の破た

んが白日の下にさらされ，証券会社，銀行によ

る不正投機，暴力団との不祥事，庶民も巻き込

んだ変額保険商品の販売など，企業モラルの喪

失に国民はあ然とさせられました。住専問題へ

の公的資本の投入を序章として，９７年秋，山一，

拓銀などの相次ぐ金融機関の破たんに対し，「金

融システム維持」のため，破たん金融機関の不良

債権の買上げや公的資本注入によって，ばく大

なコストを国民は負担させられることになりま

した。

　金融ビッグバンへ向けた銀行の不良債権処理

に伴い，中小企業への融資姿勢が大きく変化，

「貸し渋り」現象が特に大都市部で顕著になり，

東京同友会では，９７年１０月「どうなってるの銀

行？」をテーマにシンポジュームを開催（大阪同

友会は９８年２月「ナニワ金融シンポ」を開催），金

融対策を政策と企業防衛の両面から会の内外に

訴えました。各同友会でも金融実態調査を行い，

会員の切実な声をマスコミに発表，中小企業金

融政策に関する緊急要請行動を関係機関に対し
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て行いました。このような事態に対し，中同協

は，政府及び各政党に中小企業金融に関する緊

急要請行動を行うと共に，『中小企業家しんぶ

ん』９８年９月２５日号で緊急特集を組み，「激動の

金融と中小企業経営」と題し，山口義行氏（立教

大学経済学部助教授・当時）と大久保尚孝氏（北

海道同友会専務理事・当時）の対談を通して，

「なぜ，金融機関への公的資本の注入は進められ

たのか」を問い直し，金融機関の公共性と銀行経

営者の社会的責任を強調，新しい金融システム

の必要性を提唱する先駆的発言を紹介しました。

対談では，９８年４月から導入された，「早期是正

措置」による金融機関健全化指標を自己資本比

率のみではかることへの強い懸念が込められて

いました。これは，金融機関が競って自己資本

比率の高さを「安全性」アピールの手段とするこ

とにより，結果として中小企業への貸し渋り，

貸しはがしの強化へとつながりました。

　１９９９年，中同協設立３０周年を記念する総会と

なった中同協第３１回定時総会（９９年７月東京）で

は，「中小企業家の国への重点要望」として，「金

融政策」は，①「早期是正措置」の適用を主として

国内業務だけを行う金融機関に限って直ちに凍

結，②金融監督庁（当時）は，「金融検査マニュア

ル」の一律適用を行わないこと，③「特別保証枠」

などのような緊急金融対策の必要性，④融資審

査にあたっての物的担保優先主義を改め，企業

の能力を総合的に評価する新しいシステムの確

立，を要望しています。

　また，９９年８～９月「中同協・金融問題調査」１）

を行い，全国の会員３,２７０社から回答を得て，金

融機関との関係変化，金融政策の要望を調査し

ています。この時期は，「中小企業基本法」が改正

される時期と重なり，中同協は「中小企業基本法

改定対策会議」を設置し，中小企業政策の大転換

期にあたって中同協の見解を表明，その対策に

も力を注いでいます。

２　愛知，福岡から上がった「金融アセス
メント法」制定運動の狼煙（のろし）

　年明けて２０００年，中同協は次年度の国への政

策要望の最重点課題に金融問題を据え，「国民と

中小企業・地域に優しい金融システムの確立」

を提起，折から「２１世紀政策構想フォーラム」等

が提唱する「金融アセスメント法」に着目し，こ

の法案の学習を含めて金融問題についての全国

的な学習活動の強化を呼びかけました。さらに，

金融問題を推進するセンターとして，中同協幹

事会内に「金融システム検討会議」（責任者・中

同協幹事長）の設置を，同年３月の常任幹事会で

決定しました。

　金融問題の現われ方は全国一律ではなく，地

域によってかなり差があります。そのため全国

の運動を進める上でも取組み方に強弱が生じる

ことは避けられません。それだけに，全国の運

動をリードするけん引車的役割を果たす同友会

が必要でした。その典型として，愛知，福岡両

同友会の役割は特筆すべきでしょう。

　両同友会は，運動に取組む経緯を次のように

語っています。（２００２年７月１１・１２日，中同協第

３４回定時総会・愛知，第１５分科会「金融アセスメ

ント法」制定運動の成果と展望，より）２）

　「もともと金融アセスメント法提案の発端は

愛知同友会だといわれています。若手会員中心

に提唱者である山口教授と共に，まだ金融アセ

スメント法という名称も決まっていない頃から

勉強会を行っていました」（愛知・木全哲也氏）

　「福岡同友会では１９９９年５月に立教大学経済

学部山口義行教授を講師に金融問題をテーマで

役員研修会を行いました。（略）同年８月に金融

アセスメント法推進委員会を作り，同友会運動

の中でどういう位置づけにしたらよいか議論し，

次の６点に絞りました。①中小企業家自身の運

動とする，②現在の金融慣行（物的担保主義・連

帯保証制度）の是正，③経営環境改革の行動を起

す，④中小企業中心の施策への転換，⑤地域の

金融システムを守る，⑥経営指針づくりを軸と

した経営改善運動。そして，地元の政治家，金

融機関，マスコミの３ヶ所の理解を得る為の活

動を行いました」（福岡・中村高明氏）
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　その後，両同友会は共同で学習用ビデオを制

作，福岡同友会は２０００年１１月より経営者支持署

名に取り組み，翌年５月には１万名を達成しま

した。このような先進的活動は，全国の運動の

発火点となりました。

３　中同協としての「金融アセス法」制定
への取り組みの本格化

　このような動きと並行して，中同協は「金融シ

ステム検討会議」（全国会議を５回開催）を中心

に，金融の専門家，研究者を招き，金融情勢と

あるべき金融システムの創造（アメリカの地域

再投資法＝ＣＲＡを参考にしつつ）に向けての論

議を進めてきました。『中小企業家しんぶん』紙

上での金融問題の解説，政策紹介も頻繁に行わ

れました。他方，政党では民主党が「金融円滑化

法案（金融アセスメント法）」を提唱，議員立法を

めざす動きが活発化し，中小企業団体との懇談

を進めていきます。中同協は，そうした場には

積極的に参加し意見を述べてきました。

　当時の状況をマスコミは「中小企業団体が金

融アセス法案」との見出しで，次のような報道を

しています。「カネを貸す側が優位な金融取引で，

借りる側が対等な関係に立てる仕組みをつくれ

ないか―。そんな狙いの［金融アセスメント法

案］づくりに中小企業の団体や学者，政治家らが

取組んでいる。中小企業向けの融資について［一

方的な融資条件の変更］や［担保や保証人の有

無］など質的な内容に踏み込んで評価し，公表す

ることを監督官庁に義務づける。金融機関の身

勝手を防ぎ，［貸し渋り］に説明責任を求めよう

という試みだ」（朝日新聞，２０００年７月５日，リー

ド全文）。この頃から，マスコミが少しづつ私た

ちの運動を注目するようになり，ＮＨＫ・ＴＶ等

での同友会役員の主張が紹介されるようになっ

てきました。

　２００１年１月，中同協幹事会は，会内の学習活

動の高まりを受け「金融システム検討会議」を

「金融アセスメント法推進会議」と改め，文字通

りアセス法実現運動のセンターと位置付けるこ

とにしました。中同協では，「金融問題に関する

中小企業家の緊急要望・提言」を持ち，１月から

２月にかけ，国会，中小企業庁，金融庁と懇談，要

望の実現を強く要請しました。そのなかでは，

アセス法の実現と併せて金融検査マニュアルの

一律適用の見直し，０２年４月予定のペイオフ解

禁撤回を要望しました。

　アセス推進会議は中同協政策委員会と連携し，

①各ブロック代表者会議（１～６月各ブロック

で開催）での学習と交流，②全国各地で進められ

ている活動経験の紹介と交流を行い，７月の全国

総会に向けての会内世論の形成に力点を置くこ

ととしました。

　こうした運動の大きな結節点となったのが，

７月１２・１３日北海道で開かれた第３３回定時総会

でした。第６分科会「金融アセスメント法の実現

をめざして」（福岡同友会担当）３）での論議が参

加者への大きな励ましと確信になり，「総会宣

言」では「地域と中小企業への円滑な資金供給を

可能にし，それに協力しようとする金融機関と

の共存共栄をめざす金融アセスメント法の実現

に向けて，会内はもとより，広く社会的世論を

喚起しながら力強く運動を進めること」を高ら

かにうたいあげたのです。

４　中同協，全国署名目標１００万名を提起

　折しも，政府の「構造改革」路線による金融機

関の不良債権処理が加速化され，地域金融機関

の破たん，合併が相次ぎ，中小企業への融資状

況は悪化の傾向をたどりつつありました。特に

景気の回復が遅れる地方においては，不良債権

処理の一律進行は，「中小企業にとって死刑宣告

に等しい」（「富山新聞」０１年５月２４日）との悲痛

な声も聞かれました。

　中同協では，総会決議を受けて第１回常任幹

事会（０１年８月２８日）で「地域と中小企業の金融

環境を活性化させる法律案（金融アセスメント

法）」骨子（資料Ⅰ参照）を承認，法案の制定を求

める国会請願署名活動に取組むことを全同友会

67「金融アセスメント法」制定運動の軌跡



に呼びかけることにしました。ただし，この時

点での署名目標は５０万名でした。

　９月に入り，アセス紹介パンフ，統一署名用

紙，ポスターが各地に届くことにより，すでに

独自に署名活動を展開していた，宮城，千葉，

東京，愛知，大阪，奈良，福岡同友会に加えて

多くの同友会が学習活動と並行しながら署名活

動に取組んでいきました。（その後の運動の展開

は，資料Ⅱを参照）

　その頃の熱気を伝える事例として奈良同友会

発行「アセス法制定を求める活動推進ニュース

№２」（０１年９月１７日）の一部を紹介します。「学

習を力に，会員６２名から署名数３,５１４名寄せられ

る―ある女性会員は，子供たちの将来のために

も署名に協力して欲しいとお客様にも協力を呼

びかけました。ある支部幹事会では，最近メイ

ンバンクの支店長が保証人の追加をしつこく

迫ってきている，取引会社の社長に署名をお願

いしたら，返済が半分になっているのに追加担

保を要求され怒り心頭，全社員から署名を集め

てくれると約束してくれた等の状況が報告され，

今こそ中小企業家が声を大にして行動を広げる

ことが大事と決意を固めあった」。“アセスの運

動は地域を元気にする運動”と位置付け，全国に

先駆けて署名活動に取組んだ宮城同友会は，１０

月に目標の２万名を突破，さらに目標の上乗せ

をしています。

　アセス署名の行動が学習の必要性を喚起し，

社員，家族，取引先，街頭での訴えがさらに確

信を深め行動参加の輪を広げていく，このよう

な展開がまさしく燎原の火のごとく全国に広ま

りました。１０月には，３０同友会が署名活動に着

手，金融機関との懇談が行われる中で，北海道

のある信用金庫理事長は「アセス法には信用金

庫法第１条の理念が入っており，当金庫の理念

と一致する」との発言が全国に紹介されました。

また，東北のある信用組合の理事長は，全職員

をあげて署名に協力し１万名を超える署名を寄

せてくださるなど，この運動が地域金融機関の

理解を広げていることにも確信を持つことがで

きました。

　中同協では，全国の運動の高揚を受けて，第

２回幹事会（１１月２日）で署名目標を１００万名に

引き上げ，来年１月をめどに達成することを決

定，地方議会での国への意見書決議にも取組む

ことを確認しました。また，国会では，１０月１

日の衆議院本会議で民主党が代表質問の中に取

り入れたことから，与党内でも同法に対する関

心が高まり，それぞれの地方で選出国会議員へ

の働きかけを強化することも申し合わせました。

５　７０万名署名で第一次国会請願行動
（２００２年３月）

　その頃，会内でよく出てくる疑問には次のよ

うなものがありました。「法案の内容がよくわか

らない，本当にメリットがあるのか。金融機関

と対立しないか。わが社はお金の心配はない，

銀行ともうまくいっている。これは弱者救済の

法律なのか。特定の政党に利用されないか。法

案成立の見通しはあるのか。もっと急ぐべき緊

急の課題があるのではないか」こうした疑問に

対して，中同協や各同友会では「金融アセスメン

ト法Ｑ＆Ａ」（資料Ⅲ）を作成したり，ニュースで

広報するなどして理解を深めてもらう努力をし

ました。とりわけ，この問題が自社の金融問題

という狭い視点で捉えるのではなく，全中小企

業の問題であり，地域経済を活性化させる社会

的責任を果たす運動であること，また，永年に

わたる不公正な取引慣行を是正することは中小

企業家の正当な権利回復の運動でもあるとの認

識を深めながら進めていきました。同時に金融

機関の側から中小企業の弱点として指摘される

不正確な情報開示，計画性に欠ける経営実態等

の問題については，経営指針づくり運動で全会

員が科学性のある強じんな体質の企業づくりを

めざしていることを強くアピールしていくこと

を心がけました。

　東京同友会は，中小企業の金融問題をドラマ

化した映画『みあげてごらん』を手づくり制作す

るなどユニークな活動を展開，北海道同友会は，
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北海道議会での国への意見書決議（０１年１２月１２

日）を皮切りに２１２の全市町村で意見書採択にこ

ぎつける快挙をなしとげ世間の耳目を集めまし

た。（各道府県議会での採択状況は資料Ⅳを参

照）

　２００２年を迎え，各地の署名活動の様子がＴＶ・

地元紙に続々と紹介され，運動にもはずみが増

してきます。そうした中で，『朝日新聞』が「天声

人語」欄に「担保を出し連帯保証人を立てなけれ

ば，相手にもされない。そんな金融界の［常識］

を壊そうと，中小企業の社長さんたちが法律の

制定を求めて署名運動を進めている」（０２年１月

２０日）とアセス運動を紹介したことは広く市民

層に広がる契機となりました。この記事を見て

の問い合わせ，協力の申し出が相次ぎ，入会者

も出ました。

　他方，国会においては，「地域金融円滑化法（金

融アセスメント法）案」として，民主党が２００１年

６月２０日国会に提出（参第２１号）したが廃案とな

り，翌０２年２月６日一部修正して参議院に再提

出しました。労働団体では，日本労働組合総連

合会が経済政策の中に「金融アセスメント法の

実現」を取り入れ，金融庁への要請書にも盛り込

んでいます。

　中同協では，０１年末から０２年にかけては，中

央の各経済団体への協力申し入れ，各政党とり

わけ野党である民主，共産，自由，社民党から

は全面的支援の約束を得ていることから，与党

議員への個別申し入れを精力的に行いました。

その際，地元での日頃からの接触や中小企業問

題での理解を得る努力の積み上げの大切さを痛

感させられました。

　３月２８日，目標の１００万名にはまだ到達してい

ませんでしたが，７０万名署名を携え第一次国会

請願行動が行われました。国会請願に当たって

の紹介議員は，衆院８名（自民３名，保守１名，

民主１名，共産１名，社民１名，自由１名），参

院５名（自民１名，公明１名，民主２名，共産１

名）でした。（なお，衆院自民からは後日，党内

では未承認との理由で紹介議員を降りるという

事態になった）

６　中同協第３４回総会（２００２年７月　愛
知）で中間の総括，さらなる前進をめ
ざす

　目標未達成とはいえ，７０万名を超える署名は，

中同協始まって以来の大きな成果です。署名活

動では，愛知同友会の１３万名がトップですが，

（資料Ⅴ参照）過去には，１９８７年「売上税」反対運

動にあらゆる中小企業団体が立ち上がり署名活

動に取組んだ時の中同協の実績は１３万名，つま

り今回の愛知同友会の署名数と同じでした。し

かも，あの時は「天下の悪法，大型間接税＝売上

税」ということで世の中全体が売上税について

宣伝してくれていました。今回は，あまり聞き

慣れない新法の制定を訴える運動です。この難

しい活動をここまで盛り上げた同友会会員のエ

ネルギーには驚嘆すべきものがあります。

　６月３日の中同協第４回幹事会では，今後の

課題として，①目標未達成や新たに取り組む同

友会を中心に署名運動を継続し，第二次国会請

願を行うこと，②地方議会での国への意見書採

択，③国会議員への働きかけ，④金融機関等へ

の働きかけを進めることを確認しました。

　さらに，７月１１・１２日に開かれた中同協第３４回

定時総会（愛知）の第１５分科会「金融アセスメン

ト法制定運動の成果と展望」では，運動の中間的

総括を行い，次の呼びかけを全同友会に行うこ

とを確認しました。

①国会請願署名が７７万名を超えました。目標１０

０万名を必ず達成して，秋の第二次請願行動

を成功させましょう。すべての同友会の取り

組みをめざしましょう。

②国への意見書決議が，３２５自治体に広がりまし

た。これは，全国の自治体の１割です。同友

会のあるすべての県，すべての市議会での決

議をめざして活動を強化しましょう。

③地域金融機関との懇談を行い，地域金融機関

を守るための連帯を強めましょう。
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④地元国会議員への働きかけを強め，国会内で

のアセス法促進の気運を盛り上げましょう。

　署名目標貫徹に向けて決意も新たに再出発で

す。しかし，すでに署名目標を達成した同友会

も多く，再度取組むことの難しさを味わうこと

になります。このとき，大阪同友会はすでに経

営者署名１万名をやりあげていましたが，一般

署名１０万名を新たに掲げ，金融アセス推進委員

会を金融アセスメント法特別本部に改組し，役

員を先頭に新たな前進を始めました。比較的着

手が遅れた兵庫同友会も３万名の目標を掲げ一

気呵成に運動を進めました。また，各同友会に

おいても，目標の引き上げ，未達成目標に向け

ての再チャレンジが創意工夫を重ねながら進め

られ２００２年末には，１００万目標達成が可能なとこ

ろまで漕ぎつけることができました。

７　ついに１００万名署名達成，広がる地方
議会での国への意見書採択

　この間，中同協では，０２年１１月に中小企業金

融の充実を柱に，「日本経済危機打開のための緊

急政策提言―中小企業と地域金融機関，地域経

済の再生をめざして」に基づき国会要請行動を

行っています。

　明けて２００３年２月５日，中同協第１１回金融ア

セス法推進会議が１６同友会・中同協，２８名出席

のもとで開かれ，１００万名署名達成を確認する記

念すべき会議となりました。

　会議の第１部では，参議院議員（民主党）の櫻

井充氏が，「金融アセスをめぐる国会の動きにつ

いて」と題して報告。櫻井氏は，民主党が提出し

た地域金融円滑化法案に関しての国会での政府

答弁の推移を紹介し，参院財政金融委員会（０２年

１１月１９日）では同法が初めて審議され，以前と

違った積極的な変化がみられることを強調。同

法案は昨年末に廃案になったものの，今年から

参院では与党議員を含めた地域金融の勉強会が

行われていることなど，新しい動きを紹介しま

した。

　第２部では，１００万名署名を達成したことを喜

び合い，署名を２月末までに集約し，３月に第二

次国会請願を行うこと，今後予想される国会内

の法制化対策のために，会外の専門家も加えた

アセス法制化検討委員会（責任者・中同協幹事

長）を設置することを確認しました。署名１００万

名達成を祝して，中同協幹事長（金融アセス推進

会議代表）鋤柄修氏は「全国同友会連帯の成果」

とし「新しい金融システムの提案という政治的

課題に真正面から取組んだことは，同友会の歴

史上画期的なことです。運動の前途には日本経

済の大きな転換があることに確信を持ち，今後

も粘り強く進めましょう」との談話を発表。同法

の提案者でもあり，全国を講師として回ってい

ただいている立教大学経済学部教授山口義行氏

からは「歴史的意義を持つ運動」とし「私もこの

問題で多くの政治家と会いましたが，背景に１００

万の署名，５５０を超える自治体決議のあることが

言葉に重みを与えてくれました。運動の中心に

なって頑張られた皆さんは，中小企業に政治家

の目を向けさせたことに大きな意義があること

をしっかりと受け止めてください」とのお祝い

と激励のメッセージが寄せられました。（両談話

とも『中小企業家しんぶん』０３年２月１５日号掲

載）

　第二次国会請願行動は，３月６日に実施されま

した。この時の紹介議員は，参院１３名（自民４名，

公明１名，民主７名，共産１名），衆院７名（民

主４名，共産１名，自由１名，社民１名）でした。

今までの経過から，参院に重点を置き，衆参共

に全会派の賛成を得ることをめざしましたが，

残念ながら衆院では野党議員のみにとどまりま

した。

　その後も，地方議会での国への意見書採択は

続きますが，第二次国会請願行動を持って署名

活動という大運動は終息することになります。
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８　その後の状況変化，「リレーションシッ
プバンキングの機能強化に関するアク

ションプログラム」（金融庁発表）に運

動の反映が

　２００３年３月２８日，金融審議会金融分科会第二

部会報告「リレーションシップバンキングの機

能強化に向けて」が発表され，それを受けて金融

庁は「リレーションシップバンキングの機能強

化に関するアクションプログラム」を策定しま

した。「報告」は，リレーションシップバンキング

機能強化に向けた取り組みを提言し，特に「地域

貢献についての情報開示及び評価による地域経

済の活性化に資する取組みの強化」を掲げ，「提

供された情報は，将来的には，例えばＮＰＯ等の

第三者機関が，中小・地域金融機関が果たして

いる地域貢献の状況について，利用者の立場か

ら評価する際に活用するようになることも考え

られ」と述べており，金融アセス法の考え方に通

じるものとして注目されます。また，「アクショ

ンプログラム」では，「担保・保証に過度に依存

しない中小企業金融の研究会」や都道府県毎の

「地域金融円滑化会議」の設置，企業の将来性・

技術力を的確に評価できる人材の育成研修（目

利き研修），経営改善支援による債務者区分のラ

ンクアップ先数等の公表など，同友会の金融問

題の取組みと重なるものもあり，今後も注視し

ていく必要があります。このような動きは金融

アセス運動が反映した成果として評価できるも

のです。

　この「報告」をめぐり，参院財政金融委員会（０３

年４月１７日）では櫻井充議員（民主）と竹中平蔵

金融担当大臣との間に次のような応答がありま

した。（参院財金委員会会議録第７号より）

櫻井議員「今回，金融アセスの趣旨が盛り込まれ

ましたが，（略）盛り込まれるようになった中で，

１００万人の署名を集めてくださった中小企業の

方々がいらっしゃいます。その方々が地方議会

に働き掛けて６００幾つの（議会が）意見書を採択

してくれたと。こういう活動というのは，実際

大きく影響しているんでしょうか。

　私は，こういう声があったからこそ変わって

きたんだということになってくると，日本の民

主主義の在り方というのは変わってくるんだろ

うと思います。国会や，国会の中で行政と議論

しているだけでなくて，本当に多くの人たちの

声が反映されていくということになっていくと

大分変わってくると思うんですが，（略）その点

について御答弁いただけますか」

竹中大臣「これは正に国民の皆さんの声，それを

代表しておられるこの政治の場の皆様方，国会

議員の皆様方の声が，我々なりにこれは非常に

大きいものであるということを実感した上で今

回の問題に取り組みさせていただいたつもりで

ございます。

　皆様の御努力，それとさらには，超党派で更

にそういった問題意識を発展させた，我々も敬

意を表しておりますし，しっかりとそういうも

のを受けて対応をしていきたいというふうに

思っております」

　このやりとりを見ても，私たちの運動が法案

の制定には到らぬまでも，現実の施策の方向に

少なからぬ影響を与えていることを読み取るこ

とができます。私たちの声が国政の場にも反映

できることに大いに自信を持つべきでしょう。

９　「金融アセス法」制定運動の成果と今後
の課題―２００３年「総会宣言」を深める

　本稿の冒頭で，２００３年「総会宣言」（０３年７月

１７・１８日　福岡）での「金融アセス法」制定運動の

中間総括を紹介しました。ここでは，それをさ

らに深めて見たいと思います。

　大運動の成果として確認できること。

（１）金融庁の「リレーションシップバンキン

グの機能強化に関するアクションプログラム」

の策定等，金融政策に大きく反映されるものと
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なったこと

　「リレバンの機能強化」ついては，前述の通り

です。その他については直近の施策（現在進行

中）も含めて，次の事項をあげることができるで

しょう。

①ペイオフの完全解禁の２年延長が実現した。

②別基準のマニュアルではないが，「金融検査マ

ニュアル別冊・中小企業融資編」が０２年６月

作成された。中同協はじめパブリックコメン

トで約３００項目の意見が寄せられ，一定の改善

がなされた。さらに，金融庁では再改訂版の

作成を０３年１２月末を目処に準備を進めている。

今回の再改定にあたっては，中同協には事前

に中小企業団体向けのアンケート作成の段階

から意見を求められた。改訂に対するＨＰでの

意見公募の他，財務局ごとに中小企業金融懇

話会（北海道同友会など参加）を行ない意見聴

取している。また，本件で金融庁と中同協と

の懇談が行われた（０３年１１月１２日）。４）

③個人保証に関わる環境整備では，現在，法制

審議会で破産法改正が検討されている。０３年

９月法制審議会倒産法部会は「破産法等の見

直しに関する要綱」を発表。要綱で注目される

のは次の３点。１）破産者が自由に管理・処分

できる自由財産は，金銭については必要生計

費の３か月分（現行１か月分）に見直される。

担保・執行法制の改正によって１か月分の必

要生計費の額（現行２１万円）も増額されるため，

自由財産は金額にして約１００万円前後となる

見通し。２）自由財産の範囲についても破産者

の申し立てにより，裁判所の判断で拡張でき

るように見直される。３）経営者など個人であ

る保証人が破産に至ることなく「個人再生手

続き」できる対象者の範囲を債務総額５,０００万

円（現行３,０００万円）に拡大することを検討し

ている。次期通常国会に法案提出予定。

④売掛債権担保融資保障制度が改善された。実

際の借入は，商品の納入，役務の完了など行

われてのち，売掛先が支払う旨の意思表示を

行ってからとなっていたが，契約が成立した

段階から受けられるよう改善された。

⑤金融庁は「貸し渋り・貸し剥がしホットライ

ン」を０２年１０月から設け中小企業など借り手

の声を幅広く聞く体制を整えた。ただし，個

別案件への照会，対応をするものではないと

している。

⑥２００１年７月，公正取引委員会は『金融機関と企

業との取引慣行に関する調査報告書』を公表

したが，その後２００２年９月の『平成１３年度公正

取引委員会年次報告』においても，『調査報告

書』の概要を紹介し，今後の対応として，「（１）

当委員会は，全国銀行協会及び全国信用金庫

協会に対し，本調査結果及び独占禁止法上の

考え方を説明し，傘下金融機関に対する周知

徹底を要請した。（２）当委員会としては，金融

市場等における公正かつ自由な競争が維持・

促進されるよう，各金融機関において融資に

係る取引慣行の不断の見直し・点検が行われ

ることに加え，手形貸付における契約条件の

書面化等により契約面での整備が図られるこ

とを期待するところである。（３）当委員会は，

金融機関と融資先企業との取引が適正に行わ

れるよう引き続き監視し，公正かつ自由な競

争が阻害されているような事案に接した場合

には，独占禁止法に基づき厳正に対処するこ

ととしている」としている。今後，「ガイドライ

ン」作成に着手するか，注目される。５）

⑦０３年２月より「資金繰り円滑化借換保証制度」

が創設され，１１月１４日時点の実績が，２８万６,８

９４件，４兆３,１１６億円の利用実績となっている。

⑧「がんばれ！中小企業」ファンドを０４年に創設

する方向。地域経済の核となっている既存の

中小企業の新事業展開への挑戦を事業化に至

るまで，手作りで一貫して支援する。中小企

業総合事業団が目利き能力・地域ネットワー

クを有する民間パートナーとファンドを組成

し，資金供給と手作りの踏み込んだ経営支援

を行う。

⑨中小企業再生支援協議会は，これまで全国４７
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の都道府県で設置され，取り扱い案件は２,２７１

企業にのぼっており，新規取引先の紹介や金

融機関，保証協会との調整を行うなど機能し

つつある。取り扱い案件のうち，再生計画策

定支援案件は，１４１件に及んでおり，うち３３件

は既に策定が完了している。この結果，２,６３６

名の雇用が確保されたとしている（１１月１４日

現在）。

⑩中小企業再生支援協議会が設置されたが，中

小企業の再生を更に進めていくためには，再

生を図ろうとする中小企業に対する財務面で

の支援強化が必要であることが明確となり，

地域中小企業再生ファンドの設置が取り組ま

れつつある。しかし，企業再生ファンドは，

比較的短期に収益を上げることを目的とする

ため，中期的に再生させようとする地域の中

小企業を投資対象とすることは，収益性の観

点から困難な場合が多い。そこで，民間とと

もに中小企業総合事業団が再生ファンドへの

出資を行い，組成が困難な「地域中小企業再生

ファンド」の組成を積極的に支援する方向。０

３年１１月，地域中小企業再生ファンド出資第

１号として，大分銀行など地域金融機関が出

資する「大分中小企業再生ファンド」に中小企

業総合事業団が出資することを内定した。

⑪０３年９月，「地域中小企業金融ヒアリング調

査」の実施。中小企業庁幹部が２６道府県に出張

し，地域の中小企業金融情勢について，中小

企業者，地銀や信金等の地域金融機関から聞

き取り調査を実施した。例えば金融検査マ

ニュアル別冊については，「中小企業の実情を

きめ細かく勘案して財務評価を行うというマ

ニュアル別冊の趣旨が検査の現場ではまだ十

分に反映されていない面もある，技術力や販

売力などの定性的要素について金融機関が当

局に説明することは難しいとの意見も聞かれ

た。また，中小企業の特徴である，借換を前

提とした実質的には資本金的な借入について，

通常の債務と同様に扱うことは必ずしも適当

でないとの意見もあった」などの問題指摘が

公表されている。

⑫中小企業庁は相次いで中小企業金融に関わる

研究会を設置した。「中小企業金融の新たな手

法に関する研究会」（０３年２月最終とりまと

め），「中小企業金融の多様化と円滑化に向け

た具体策に関する研究会」（０３年５月設置），

「金融システム化研究会」（０３年７月設置）など。

「新たな手法研」は，民間金融機関が売掛債権

を証券化し，政策金融機関が証券の一部を引

き受ける形で支援するスキームを開発。「具体

策研」では，売掛債権，貸付債権，私募債など

証券化での公的支援や電子ファイナンス市場

創設などを検討。「システム研」では，電子債権

市場創設で０３年度内にもモデル事業が開始さ

れる。新たな金融手法の実現には中小企業の

財務・会計などの情報の非対象性が課題とな

る。これについては，０２年３月に「中小企業の

会計に関する研究会」を設置し，同年６月に報

告書が公表された。０３年１１月には中小企業政

策審議会企業制度部会が，「固定資産の減損に

係る会計基準に基づく会計処理は，その採用

を義務とすべきでない」などの趣旨を加味し

た「中小企業の会計の質の向上に向けた具体

的取り組みに関する報告書」（案）を提言して

いる。

⑬多様な担い手による中小企業向け貸出を促進

するため，金融庁が検討中の信託業法の改正

や中小企業者の意見を踏まえ，１）信託会社に

ついて，証券化支援制度の対象とするととも

に，適切な制度設計を前提に信用補完制度の

対象とすること，２）事業会社について証券化

支援制度における位置づけ，を検討している。

次期通常国会に法案提出予定。

⑭有限責任組合法を改正し，中小・ベンチャー

支援にとどまらず，事業再生や中堅企業の成

長資金等に，民間のファンドが出資や融資を

行えるように機能拡充を検討。次期通常国会

に法案提出予定。

⑮不動産担保に代わる担保制度（在庫等を担保

に設定）について，早期の制度実現や活用の促
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進を図る。法制審議会で検討開始し，０４年２

月に中間試案策定予定。

⑯知的財産を活用した資金調達のため，評価手

法の確立など基盤整備を図る。産業構造審議

会で検討を開始し，０４年度末までに結論を得

る。

⑰０５年中にも，個人保証の上限額や期間の制限

を法律で義務付ける。法務省，経済産業省，

金融庁は共同の研究会を設け，見直しの作業

を始めた。０４年初めには法制審議会に専門部

会を設置，民法を改正するか特別法を制定す

るかなどを詰める。今回の改正では，金額や

期間に制限を設けない「包括根保証」と呼ぶ保

証契約を無効にすることを法律に明記する。

最初の契約時に上限額と期間を明示するよう

に義務づける。上限額や期間を変更する場合

は，保証契約を結び直さなければならない。

上限額は当事者同士が合意すれば自由に設定

できるようにするが，保証の期間は法律で最

長３～５年程度に義務づける方向（日経新聞，

０３年１０月２９日付）。

（２）金融に関する学習活動を強めることが，

経営指針づくり活動と一体化し，企業体質の強

化を進め，同友会運動への誇りが増したこと

　運動を進める上で，学習活動を徹底して重視

しました。金融情勢がどう変化しているのかを

つかむことにより，対応策として経営指針づく

り運動の強化，赤字企業からの脱却などの経営

努力につながりました。例えば，愛知同友会は

４１地区会に会員講師を派遣し，延べ９００名が学習

会に参加し，爆発的な署名運動につながってい

ます。

　学習を進める中で，永年にわたる金融機関・

貸し手と中小企業・借り手の不公正な関係を自

覚し，怒りをバネに公正なルールの確立をめざ

す運動推進のエネルギーに転化していきました。

「この運動は中小企業家の権利回復をめざす運

動である」との声も生れてきました。

したがって，金融アセス法は，金融制度の真の

改革をめざし，日本における健全な市場と地域

経済をつくる運動であり，「このような運動を提

起できる同友会会員であることに誇りを感じ

る」との発言も聞かれました。

（３）金融機関との懇談を活発に行い，「地域経

済の繁栄」を共通理念に信頼関係の構築がはか

られたこと

　金融機関との対話・懇談による協力関係づく

りを各地で積極的に進めました。この２年間で

地銀，信金など約１００機関との懇談が行われてい

ます。金融検査マニュアル，ペイオフ問題，そ

の地域で発生している金融問題を中心に金融ア

セス法への理解を求め，金融機関と同友会との

懇談の取り組みが広がりました。中同協は，全

信協長野会長，北洋銀行武井会長と赤石会長と

の対談を『中小企業家しんぶん』に掲載するなど

アセス法への理解と共感を広げることに力を入

れました。

　東京同友会と東京都信用金庫協会が，０３年２

月に初めて共催で金融シンポジュウムを開催，

北海道同友会帯広支部は，金融懇談会を常設し

て０２年から０３年の半年間に地元の全金融機関と

懇談を行ない，その成果の上に立ち，「地域金融

活性化アクションプログラム」を策定し，金融問

題実態調査の実施や融資相談窓口を設置するな

ど全国的にも先進的な活動を進めています。

（４）地域における同友会の存在価値が高まり，

社会的発言力が増したこと

　全国署名運動の展開は，１０１万名署名（ｃｆ.同友

会の売上税反対署名は１３万名）という同友会運

動史上画期的な成果を収めました。社員，家族，

取引先に署名を訴えることで，労使間の新しい

「共育」関係が生れ，取引先からも高い次元での

信頼関係づくりにつながる事例の報告もありま

す。

　街頭署名活動の反響は大きく，町の話題にな

り，マスコミも「社長さん達が立ち上がった」と

報道しました。商店街，団地組合も協力し，一
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般の人に説明して理解してもらえるか不安だっ

た役員も街頭署名の反応の良さが強い確信とな

りました。

　中同協でも，全国海運組合連合会，全国内航

タンカー海運組合などから１万名以上の署名を

お届けいただきました。金融機関ぐるみで協力

いただいた例も数多くあり，ある県の信用組合

は１万数千名の署名を集めて同友会に届けてく

れました。

　地方議会での国への決議・意見書採択は，全

国２５都道府県，７３８議会（全自治体の２２％，０３年

１２月２４日現在）にのぼり，さらに増え続けていま

す。北海道は２１３議会すべてで採択，岡山県も７９

議会，滋賀県は５１議会で１００％を達成しました。

「これは国への大きなプレッシャーになる。空白

の県をなくして」（与党国会議員）との激励もい

ただきました。愛知・滋賀・福岡同友会などは，

地元の支部や地区が請願・陳情することで，地

域の行政との関わりの意識が生れるとともに，

同友会を地域に知らせるきっかけになったとの

ことです。

　このように，学習，署名，議会請願・陳情を

多くの役員，会員の参加で実施することにより，

会の結束，求心力が高まり，数々のドラマが生

まれました。明るく，楽しく，元気に取り組む

ことで「会の組織が引き締まり，活性化につな

がった」同友会が数多く生れました。

（５）中小企業家の正当な願いは国政を変える

ことも可能であるとの確信を得たこと

　立法運動というこれまでにない新しい経験は，

私たちに中央政界，政府機関に対する認識を一

段と深めるものとなりました。

　例えば，与党政調，金融庁の見解は「官から民

への構造改革の流れに反する」「貸し手と借り手

との関係は市場に任せるべき。公的機関が介入

するのはいかがなものか。慎重に対応すべきこ

と」などの理由で終始消極的でした。しかし，運

動の進展する過程で，与党議員の好意的発言と

して，「法案を提案する中小企業の現状について

はよく理解できる。考え方そのものには大賛成。

しかし，新しい政府機構を立ち上げるのは大変

なこと。金融庁の抵抗も大きいだろう。中小企

業が世直し運動をするくらいの構えが必要だ。

与党内で（あるいは野党も含めて）研究会をつく

るべきだ。法律の名称はともかく，中身が実質

的に実現する方向で検討してはどうか」との提

案が聞かれるようになりました。

　政府の対応の変化を見ても，０２年７月，衆議

院予算委員会での五十嵐議員（民主党）の「金融

アセスメント法案を早期に制定すべき」との質

問に，小泉首相は「うなずける点が多々ある。参

考にすべきだ」と関心を寄せる答弁になりまし

た。その後，同年１１月，参院で廃案となりまし

たが，０３年１月，竹中金融担当大臣は，「金融ア

セスメント法案等については，……地域で，地

元で集めたお金は再投資できるような，そう

いった社会的な枠組みが必要なのでないか」「社

会的な評価というものをどのように活かしてい

くかということは，このワーキングチーム（リ

レーションシップバンキング）の中でもゼロ

ベースでぜひ議論をしてもらいたい」と答弁す

るようになり，３月の金融庁の「報告」へと進展し

ていきました。

　以上の経緯からも，私たちが正当な要望を正

当な方法で世論の支持を得ながら粘り強く進め

ることが，「国政を変える力」にもなりうること

を証明しました。愛知同友会では，「選挙に行こ

う」キャンペーンを会内で行い，政治への関心を

高める呼びかけをしています。これも，自らが

政治の主体者としての自覚を高める重要な提起

といえます。

むすびにかえて―法案の成立と「中小企業憲

章」の実現をめざして

　０３年の師走を迎えた１２月１日，金融庁は県内

５割の融資実績を持つ足利銀行の国有化を決定，

衝撃が栃木県全体を貫きました。同行の経営危

機はかねてより風聞のあったものの多くの企業

家，市民，自治体が出資しておりその被害は甚
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大です。地盤沈下の著しい温泉街は早くも「半分

が生き残れるか」の厳しい見方もあり，二期連続

赤字企業はＲＣＣ（整理回収機構）送りになると

のウワサも絶えません。依然として中小企業の

景況が回復せず，業績を維持，成長させるため

に必死の努力を続ける中小企業にとって，金融

は企業の命綱，地域経済の血脈であることに変

わりはありません。

　金融アセス運動の経緯をたどる中で，はっき

りしてきたことは，アセス法実現の運動と結合

して，中小企業の金融環境改善の諸要望を提示

していくことの大切さです。世論を喚起するた

めにも，引き続き地方議会での国への意見書決

議をあげるペースを落とさず進めていきたいも

のです。中同協としては，総選挙後の新しい政

治地図のもとで，国政の場での法案成立のため，

さらに尽力する必要があります。各同友会では，

金融機関との懇談，交流を深め，同友会の進め

る経営と運動の基本理念への理解を深めていた

だき，地域経済を守るための共通の使命感に

立った連携の構築こそ緊急の課題でしょう。中

同協では，０３年１０月「リレバンのアクションプロ

グラム」に基づき，地域貢献を主軸に全信協，地

銀協，第二地銀協との懇談を行いましたが，今

後も双方の連携を強めていきたいと考えていま

す。１２月には全信組とも懇談しました。

　私たちが金融アセス運動の中で学んだもう一

つの重要ポイントは，日本経済繁栄の原動力は

中小企業の発展にあり，そのためには，金融政

策のみならず国の経済政策そのものが中小企業

を主軸に大転換しなければならない時代に直面

しているということです。すでに，先進工業国

においては，２１世紀の経済発展と雇用の主たる

担い手は中小・零細企業であるとの国民的合意

と認識に立ち，諸施策が進められています。０３

年中同協「総会宣言」ではそうした世界的状況の

もとで，日本でも，中小企業を国民経済の豊か

で健全な発展の中核と位置づける「中小企業憲

章」の制定，地方自治体レベルでは，「中小企業振

興基本条例」の制定運動を進めることを提起し

ています。この運動も長い道のりと多大な努力

を必要としますが，同友会運動のたどりつく必

然の目標ともいえるでしょう。

　こうした運動をさらに力強く有効に進めるた

めにも，その主体となる力量の向上が要となり

ます。大きな夢と課題を持ちながら，「２０１０年５

万名会員の実現」に着実に近づきたいものです。

１）調査結果の詳細は『企業環境研究年報』第４号
（１９９９年）に掲載。
２）『中同協』№６９号に掲載。
３）『中同協』№６７号に掲載。
４）中同協「金融検査マニュアル別冊・中小企業融資
編改定への意見」は『中小企業家しんぶん』０３年
１１月２５日号に全文掲載。

５）『企業環境研究年報』第６号（２００１年）「金融機関
と中小企業との［取引慣行］是正の意義―公正取引
委員会［調査報告書］の公表に寄せて―」阿部克己
論文を参照のこと。
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